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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織ラミネート布を備えた衛生製品であって、
　上記不織ラミネート布は、第１のスパンボンド不織層と第２のスパンボンド不織層との
間に挟まれたメルトブローン不織層を備え、
　上記スパンボンド不織層の少なくとも一方が、捲縮された多成分繊維を含む、又は、捲
縮された多成分繊維のみを含み且つ密度が０．０２～０．０８ｇ／ｃｍ３である高ロフト
スパンボンド不織層であり、
　上記メルトブローン不織層の坪量が２．０ｇ／ｍ２未満であり且つ上記メルトブローン
不織層の坪量が布全体の坪量の５～１５％を構成していることを特徴とする衛生製品。
【請求項２】
　請求項１の衛生製品において、
　上記スパンボンド不織層の両方が、捲縮された多成分繊維を含む、又は、捲縮された多
成分繊維のみを含み且つ密度が０．０２～０．０８ｇ／ｃｍ３である高ロフトスパンボン
ド不織層である衛生製品。
【請求項３】
　請求項１又は２の衛生製品において、
　上記不織ラミネート布の布表面全体における、上記不織ラミネート布が熱圧縮されて繊
維が互いに結合した接着領域の割合が１０～１５％である衛生製品。
【請求項４】



(2) JP 6742442 B2 2020.8.19

10

20

30

40

50

　請求項１乃至３のいずれかの衛生製品において、
　上記不織ラミネート布が熱圧縮されて繊維が互いに結合した接着領域が、離散したドッ
トによって構成された衛生製品。
【請求項５】
　請求項４の衛生製品において、
　１ｃｍ２当たり２０～３０個のドットを含む衛生製品。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかの衛生製品において、
　上記メルトブローン不織層におけるメルトブローン繊維の平均直径が３．０μｍ未満で
ある衛生製品。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかの不織ラミネート布を備えた衛生製品の製造方法であって、
　（ａ）移動ベルト上にスパンボンド繊維を堆積させて上記第１のスパンボンド不織層を
形成し、
　（ｂ）上記第１のスパンボンド不織層の表面上にメルトブローン繊維を堆積させて上記
メルトブローン不織層を形成し、
　（ｃ）上記メルトブローン不織層の表面上にスパンボンド繊維を堆積させて上記第２の
スパンボンド不織層を形成し、
　上記スパンボンド不織層の少なくとも一方が、密度が０．０２～０．０８ｇ／ｃｍ３で
ある高ロフトスパンボンド不織層であり、且つ上記移動ベルト及び／又は上記メルトブロ
ーン不織層上に堆積された上記スパンボンド繊維の少なくとも一部が、捲縮された多成分
スパンボンド繊維である衛生製品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不織ラミネート布を備えた衛生製品及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スパンボンド（Ｓ）層の間に挟まれたメルトブローン（Ｍ）層を備えた不織布は、先行
技術として公知であり、一般にＳＭＳ型の不織布と呼ばれる。これらの不織布は、尿や月
経などの体液に対する高いバリア性を必要とする乳幼児用おむつ、女性用ナプキン、及び
成人用失禁製品（成人用おむつ）等の衛生製品によく利用されている。ＳＭＳ型の不織布
では、Ｓ層が機械的特性及び表面の接触を担い、Ｍ層が主にバリア性を担う。
【０００３】
　スパンボンド不織布を製造するもっと最近の技術は、スパンボンド不織布を得るために
捲縮された繊維が紡がれて移動ベルト上に置かれるいわゆる高ロフト技術である。得られ
るスパンボンド不織布は、繊維が捲縮されていることによって、線状繊維から製造される
通常のスパンボンド不織布よりも高いロフト（嵩高さ）を有する。この高ロフトは、衛生
産業にとっても望まれる高柔軟性をもたらす。米国特許第６４５４９８９号明細書に記載
された高ロフトスパンボンド不織布では、メルトフローレートが異なる二成分の多成分繊
維を使用して繊維の捲縮がなされている。欧州特許出願公開第２３４３４０６号明細書に
記載された別の高ロフトスパンボンド不織布では、メルトフローレート及び融点は同程度
であるが、Ｚ平均分子量の重量平均分子量に対する比に差がある二成分の多成分繊維を使
用して繊維の捲縮がなされている。欧州特許出願公開第１３６９５１８号に記載された更
に別の高ロフトスパンボンド不織布では、一方の成分がホモポリマーであり、他方の成分
がコポリマーである多成分繊維を使用して繊維の捲縮がなされている。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の目的は、優れた柔軟性及びバリア性の両方を備えた不織ラミネート布を提供す
ることである。
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【０００５】
　このような背景に対し、本発明は、第１のスパンボンド不織層と第２のスパンボンド不
織層との間に挟まれたメルトブローン不織層を備え、上記スパンボンド不織層の少なくと
も一方が、捲縮された多成分繊維を含む、又は、捲縮された多成分繊維のみを含む高ロフ
トスパンボンド不織層である不織ラミネート布に関する。
【０００６】
　メルトブローン不織層は布のコア部を構成し、上側及び下側のスパンボンド不織層はコ
ア部の両面を覆う。このような布は、通常、ＳＭＳ型の不織布と呼ばれ、ＳＭＳ型、ＳＭ
ＭＳ型、ＳＳＭＳ型、ＳＳＭＭＳ型、及びＳＭＭＭＳ型等も包括する。ＭＭ二重層又はＳ
Ｓ二重層は、異なる場所において異なる装置を使用して、メルトブローン繊維又はスパン
ボンド繊維を２段階で堆積して得られるが、本発明では、これらもそれぞれ１層のメルト
ブローン不織層又はスパンボンド不織層と理解される。ＭＭ二重層又はＳＳ二重層内の２
つのＭ領域又はＳ領域は、同一又は異なる構成、重量、及び特性を有してもよい。三重の
ＭＭＭ又はＳＳＳ層などについても同様の考え方を適用する。一実施形態では、第１及び
第２のスパンボンド不織層は同一である。
【０００７】
　本発明では、捲縮された繊維を含むスパンボンド不織層は、そのスパンボンド不織層の
間に挟まれた普通のメルトブローン繊維と組み合わされる。このような不織ラミネート布
（積層体）は、高ロフトスパンボンド不織層の無い普通のＳＭＳ型の不織布の製品と比較
して、柔軟性の点でもバリア性の点でも優れた性能を有し得ることが実験によってわかっ
ている。
【０００８】
　一実施形態では、両方のスパンボンド不織層が、捲縮された多成分繊維を含む、又は、
捲縮された多成分繊維のみを含む高ロフトスパンボンド不織層である。
【０００９】
　本発明は、それ自体が既知であるＳＭＳ型の不織布における、それ自体が既知である高
ロフトスパンボンド不織布の単純な使用を超えている。実施例から明らかなように、高ロ
フトスパンボンド不織層がサンドイッチ構造で使用された場合、メルトブローン不織層の
坪量当たりの液体バリア性として表される、メルトブローン不織層の液体バリア能率が高
くなることが見出された。このことは、Ｓ層の性質がＭ層の液体バリア能率に影響するこ
とは予想外であるから、驚くべきことである。影響があるにしても、上記の逆のことが予
想され得る。なぜなら、比較的平坦でない高ロフトのＳ層に積層された場合のＭ層の性質
は、より平坦な普通のロフトのＳ層を基礎として積層された場合と比較して悪化すると考
えることができるからである。原理によって制限されることは意図しないが、従来のＳＭ
Ｓ型の構造におけるメルトブローン不織層がより低いバリア性であるのは、不織ラミネー
ト布全体の柔軟性が低いことに起因しているのかもしれない。柔軟性のない又は柔軟性の
比較的低い不織ラミネート布が、液体バリア試験において変形したとき、又は、実際の使
用の場合において更に顕著に変形したとき、その微細構造のいくつかが破壊し、その破壊
個所で布の多孔性が局所的に増し、液体が、その前まで存在していなかった液体の経路が
できるのかもしれない。捲縮されたスパンボンド繊維の構造のため、本発明の不織ラミネ
ート布は、全体的に比較的高い柔軟性を有することができ、上記の原理によれば、それに
よって微細構造の破壊が少なくなり、従ってバリア性が向上する。
【００１０】
　Ｍの含有量が少ないことが、例えば不織ラミネート布の機械的挙動の観点から、有利で
あることを考えると、メルトブローン不織層の液体バリア能率が高い性質、すなわちＭ層
の坪量（ｇ／ｍ２）が小さくても液体バリア性を維持できるという性質は、非常に魅力的
である。
【００１１】
　上記の効果は、以下に記載される好ましい実施形態において特に強調されることがわか
った。
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【００１２】
　製造において、不織ラミネート布の層間の接着は、構造化カレンダーロールによる機械
的接着によってなされる。カレンダーロールの表面構造は、不織ラミネート布に特定の接
着パターンを与える。いわゆる接着領域では、不織ラミネート布は熱圧縮され、繊維は互
いにしっかりと結合する。接着領域は離散しており、不織ラミネート布の残りの接着され
ていない領域と区別できる。接着パターンは、接着領域の形状、接着領域が離散していれ
ば、表面における接着ドットの数、及び「接着面積」、すなわち布表面全体における接着
領域の割合によって記述される。本発明の有利な効果を得るために、以下の実施形態に記
載する設計が用いられる。
【００１３】
　一実施形態では、不織ラミネート布の接着面積は１０～１５％、好ましくは１２～１４
％である。
【００１４】
　一実施形態では、接着領域は、離散して構成され、好ましくは円形のドット（丸い点）
によって構成され、更に好ましくは該ドットの面積は１～５ｍｍ２又は１．５～３ｍｍ２

であり、及び／又は、該ドットの直径は０．５～１．５ｍｍ又は０．７～１．０ｍｍであ
る。
【００１５】
　一実施形態では、不織ラミネート布は、１ｃｍ２当たりのドットの数が２０～３０個、
好ましくは２２～２６個である。
【００１６】
　接着面積の小さいこれらの比較的隙間の開いた（オープン）接着パターンは、製品を柔
軟にする。
【００１７】
　上述したように、本発明は、同じ液体バリア性を維持しながら、メルトブローン不織層
の（絶対的及び相対的な）坪量を小さくすることを可能にする。不織ラミネート布の全体
的な坪量を一定として、メルトブローン不織層の坪量がより小さいと機械的特性がより良
好となるので、メルトブローン不織層の坪量はより小さいことが望ましい。以下の実施形
態で示す不織ラミネート布は、このことを利用する。
【００１８】
　一実施形態では、メルトブローン不織層の坪量は４．０ｇ／ｍ２未満、好ましくは３．
０ｇ／ｍ２未満、より好ましくは２．０ｇ／ｍ２未満である。それは０．５～４．０ｇ／
ｍ２又は１．０～２．０ｇ／ｍ２であってもよい。布全体の坪量は、１０～２０ｇ／ｍ２

であってもよく、好ましくは１３～１７である。
【００１９】
　一実施形態では、メルトブローン不織層の坪量は、布全体の坪量の５～１５％、好まし
くは８～１２％を構成する。メルトブローン不織層の含有量は、布全体の坪量に対して正
確に又はおよそ１０％と少ないと、非常に良好な結果を与えることが分かった。
【００２０】
　本発明の文脈において更に分かることは、メルトブローン不織層の坪量をより小さくす
る場合において、所定の装置設定及び出力により、直径のより小さなメルトブローン繊維
を製造することが可能であるということである。メルトブローン繊維の直径をより小さく
すれば、他の布特性を損なうことなくバリア性に対する更なる有益な効果を得ることがで
きる。
【００２１】
　一実施形態では、メルトブローン不織層のメルトブローン繊維の平均直径は３．０μｍ
未満、好ましくは２．０μｍ未満、より好ましくは１．７μｍ未満である。例えば、メル
トブローン不織層のメルトブローン繊維の平均直径は、０．８～３．０μｍであってもよ
く、好ましくは１．０～２．０μｍである。繊度は、０．５デニール未満であってもよく
、好ましくは０．３デニール未満、より好ましくは０．２デニール未満である。
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【００２２】
　高ロフトスパンボンド不織層の捲縮されたスパンボンド繊維の平均直径、及び普通のス
パンボンド不織層の普通のスパンボンド繊維があれば、それらの平均直径は、１５～２０
μｍであってもよい。高ロフトスパンボンド不織層の捲縮されたスパンボンド繊維の繊度
、及び普通のスパンボンド不織層の普通のスパンボンド繊維があれば、それらの繊度は、
１．４～２．０デニールであってもよい。
【００２３】
　一実施形態では、高ロフトスパンボンド不織層の捲縮されたスパンボンド繊維の平均捲
縮直径は、５０～５００μｍ、好ましくは６０～１５０μｍ、より好ましくは８０～１２
５μｍである。
【００２４】
　一実施形態では、高ロフトスパンボンド不織層の密度は、０．０２～０．０８ｇ／ｃｍ
３、好ましくは０．０４～０．０６ｇ／ｃｍ３である。
【００２５】
　一実施形態では、捲縮された繊維は、多成分繊維であり、好ましくは二成分繊維、より
好ましくはサイドバイサイド型又は偏心シースコア型の二成分繊維である。捲縮されたス
パンボンド繊維を得るために、いわゆる多成分又はより具体的には二成分技術が使用され
る。二成分繊維では、繊維の断面に異なる２つの領域が存在する。これらは、サイドバイ
サイド型の構成又は偏心シースコア型の構成にすることができる。捲縮を生じさせるのに
適した他の可能な繊維構成には、三葉型、セグメントパイ型、又は、島海型が含まれる。
全ての繊維構成は、中実の構成であってもよく、又は、中空の構成であってもよい。一実
施形態では、捲縮繊維は螺旋状に捲縮される。
【００２６】
　一実施形態では、繊維は、ポリオレフィン、好ましくはポリプロピレン、ポリエチレン
又はポリプロピレン-ポリエチレンコポリマー、より好ましくはポリプロピレンを含むか
又はそれのみで構成されている。
【００２７】
　二成分のスパンボンド繊維に捲縮を発生させるためには、特性の異なる２種のポリマー
が必要である。その特性の違いは、例えば、２種のポリマーの多分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）の
差、２種のポリマーの融点の差、２種のポリマーの結晶化速度の差、２種のポリマーの弾
性の差、又は２種のポリマーのメルトフローレート（ＭＦＲ）の差によりもたらされ得る
。一実施形態では、二成分繊維の２種のポリマーは多分散度が少なくとも１．２倍異なる
。
【００２８】
　一実施形態では、二成分繊維中の異なる２種のポリマーの重量比は９０／１０未満、好
ましくは８０／２０未満、より好ましくは７０／３０未満、更により好ましくは６０／４
０～８０／２０未満である。これらの比は、繊維の代表的な長さに亘って平均化された断
面の重量比として理解されるべきである。ポリプロピレンとポリプロピレン-ポリエチレ
ンコポリマーとの組み合わせについては、３０／７０～９０／１０の比が好ましく、４０
／６０～７０／３０の比がより好ましい。
【００２９】
　一実施形態では、不織ラミネート布は、全体的な坪量が少なくとも１５ｇ／ｍ２であり
且つメルトブローン不織層の坪量が２ｇ／ｍ２未満であるとき、標準試験ＷＳＰ８０．６
に従って測定した場合、水頭値は、１６０ｍｍより大きく、好ましくは１８０ｍｍより大
きく、より好ましくは１９０ｍｍより大きい値を示す。
【００３０】
　一実施形態では、不織ラミネート布は、メルトブローン不織層の坪量が２ｇ／ｍ２未満
であるとき、布全体の水頭値（ｍｍ）をメルトブローン不織層の坪量（ｇ／ｍ２）で割っ
たものとして定義されるメルトブローン能率は、１００より大きな値を示し、好ましくは
１２０より大きな値を示す。
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【００３１】
　一実施形態では、不織ラミネート布は、全体的な坪量が少なくとも１５ｇ／ｍ２であり
且つメルトブローン不織層の坪量が２ｇ／ｍ２未満であるとき、標準試験ＷＳＰ１１０．
４に従って測定したときのマシン方向の引張強度が、１５Ｎ／５０ｍｍより大きな値を示
し、好ましくは１７Ｎ／５０ｍｍより大きな値を示す。
【００３２】
　一実施形態では、不織ラミネート布は、全体的な坪量が少なくとも１５ｇ／ｍ２であり
且つメルトブローン不織層の坪量が２ｇ／ｍ２未満であるとき、標準試験ＷＳＰ１１０．
４に従って測定したときのクロスマシン方向の引張強度が、６Ｎ／５０ｍｍより大きな値
を示し、好ましくは７Ｎ／５０ｍｍより大きな値を示す。
【００３３】
　一実施形態では、不織ラミネート布は、全体的な坪量が少なくとも１５ｇ／ｍ２であり
且つメルトブローン不織層の坪量が２ｇ／ｍ２未満であるとき、標準試験ＷＳＰ１１０．
４に従って測定したときのマシン方向の引張伸びが９０％より大きな値を示す。
【００３４】
　一実施形態では、不織ラミネート布は、全体的な坪量が少なくとも１５ｇ／ｍ２であり
且つメルトブローン不織層の坪量が２ｇ／ｍ２未満であるとき、標準試験ＷＳＰ１１０．
４に従って測定したときのクロスマシン方向の引張伸びが１２０％より大きな値を示す。
【００３５】
　本発明は、更に、（ａ）移動ベルト上にスパンボンド繊維を堆積させて第１のスパンボ
ンド不織層を形成し、（ｂ）第１のスパンボンド不織層の表面上にメルトブローン繊維を
堆積させてメルトブローン不織層を形成し、（ｃ）メルトブローン不織層の表面上にスパ
ンボンド繊維を堆積させて第２のスパンボンド不織層を形成する。そして、スパンボンド
不織層の少なくとも１つ、好ましくは両方を、高ロフトスパンボンド不織層とし、移動ベ
ルト上及び／又はメルトブローン不織層上に堆積されたスパンボンド繊維の少なくとも一
部、好ましくは全てを、捲縮された多成分のスパンボンド繊維とする不織ラミネート布の
製造方法に関する。
【００３６】
　高ロフトスパンボンド不織層を紡糸するために、溶融温度が２５０～２６５℃であるこ
とが好ましい。ダイス孔当たりの溶融物のスループット（通過量）は、０．４～０．８ｇ
／孔／分に設定することができる。クエンチ（急冷）空気温度は、１８～２２℃に設定す
ることができる。クエンチキャビン（空冷室）の圧力は、３５００～４０００Ｐａに設定
することができる。繊維が散布器に入る直前のスピンチャンバの下部におけるガイドプレ
ートの距離であるＳＡＳギャップは、１９～２１ｍｍである。以上のような設定で、上述
のポリマーを併せて用いることで、非常に良好な品質の螺旋状の捲縮された繊維が得られ
、柔軟性及びバリア性の効果の向上が認められた。
【００３７】
　捲縮されたスパンボンド繊維を急冷して寝かせた後、繊維を圧縮ローラによってそっと
固めることが重要である。本発明の範囲では、圧縮ローラの温度を５０～９０℃に設定し
、圧縮ローラの線接触応力を５Ｎ／ｍｍ未満に設定することが有利であることがわかった
。
【００３８】
　更に、本発明は、本発明の不織ラミネート布を含む衛生製品に関する。衛生製品として
は、例えば、大人用失禁製品、乳児用おむつ、及び生理用ナプキンが挙げられる。衛生製
品は、粒状吸収材料を更に含んでもよい。本発明の不織ラミネート布は、衛生製品のコア
カバーの一部として機能させ、水不透過性フィルムに隣接して配置することができる。適
切な粒状吸収材料は、超吸収性粒状物／ポリマー（ＳＡＰ）を含む。コア材料は、粒状吸
収材料を高含有率（例えば、５０、６０、又は７０重量％より多く）で含んでもよく、又
は、粒状吸収材料のみを含んでもよい。高含有率の粒状吸収材料及びそれより低含有率の
例えばパルプ／セルロース繊維といった副成分を用いることで、より薄く且つより使用感
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の優れ、製品棚のスペース及び輸送コストが抑えられる製品をもたらす。しかしながら、
粒状吸収材料がバックシートに晒される程度に大きいと、使用者には不快な感覚として知
覚され得る。本発明の不織ラミネート布の高ロフトスパンドボンド層は、コアカバーとし
て使用されると、接触及び感触の改善に寄与し得る。コア部の粒状材料の含有率が高いこ
とは、また、粒状吸収材料によってバックシートフィルムに穴が開く危険性を大きくする
。本発明の高ロフトスパンボンド不織層を、吸収性のコア部とバックシートフィルムとの
間に配置することで、そのように穴が開くことに耐性のある改良された特性をもたらし得
る。
【００３９】
　衛生製品における他の適切な用途は、本発明の製品をバリアレッグカフとして使用する
ことである。柔軟で可撓性があるが、高い水頭値を示す本発明の材料は、例えば、乳児用
おむつ又は失禁用製品のような衛生製品におけるいわゆるバリアレッグカフとしての使用
にとても適している。
【００４０】
　本発明の更なる詳細及び利点は、以下に説明する実施例及び図面を参照して説明される
。以下に図面の説明を記載する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態のＳＭＳ型の不織ラミネート布を製造するための装
置の概略図である。
【図２】図２は、このような不織ラミネート布の高ロフトスパンボンド不織層に含まれる
ような捲縮された多成分繊維の一部を示す概略図である。
【図３】図３は、二成分繊維の異なる可能な構成の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　図１は、本発明のＳＭＳ型の不織ラミネート布を製造するための装置を示す。具体的に
は、この装置は、ＳＨＭＭＳＨ型の不織ラミネート布を製造するように構成されている。
この装置は、主な構成として、移動ベルト１と、第１の高ロフトスパンボンド不織層を形
成するための第１の紡績機２と、第１のメルトブローン不織層を形成するための第１のメ
ルトブローン形成装置３と、第２のメルトブローン不織層を形成するための第２のメルト
ブローン形成装置４と、第２の高ロフトスパンボンド不織層を形成するための第２の紡績
機５とを備えている。両紡績機２，５は、それぞれ２つずつあるポリマーリザーバ２ａ，
２ｂ及び５ａ，５ｂにより、二成分繊維を製造するように構成されている。各紡績機２，
５の下流には、予圧ローラ６，７がそれぞれ設けられている。装置２～５及び予圧ローラ
６，７の下流には、不織ラミネート布の層を互いに強固に接着するためのカレンダーロー
ル８が設けられている。参照番号９は、両紡績機２，５のＳＡＳギャップを示す。
【００４３】
　図２は、本発明の不織ラミネート布の高ロフトスパンボンド不織層に存在する捲縮され
たエンドレス繊維の一部を示す概略図である。捲縮された繊維の一部は、特定の捲縮半径
を有する円を形成し、これによって特定の捲縮面積が決まる。捲縮面積は、例えば、約８
０～１２５μｍの捲縮半径に対応して２００００～５００００μｍ２とすることができる
。
【００４４】
　図３は、二成分繊維の可能な異なる構成の概略図を示す。繊維は、第１及び第２のポリ
マー成分を含み、これらは繊維の断面内の別々の明確に区別される領域に配置され、繊維
の長さ方向に沿って連続的に延びている。図３（ａ）は、サイドバイサイド型の配置を示
している。図３（ｂ）は、偏心シース／コア型の配置を示しており、一方の成分が他方の
成分を完全に取り囲むが、繊維の捲縮を可能にするために繊維内に非対称に配置されてい
る。繊維は、図３（ｃ）及び図３（ｄ）に示すように、中空であってもよく、又は図３（
ｅ）に示すように多葉型であってもよい。
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【実施例】
【００４５】
　本発明の不織ラミネート布の有利な特性を実証するために、図１に示すような装置で多
数のＳＨＭＭＳＨ型の不織ラミネート布を製造した。ＳＨは、螺旋状に捲縮されたサイド
バイサイド型の二成分繊維の高ロフトスパンボンド不織層を表す。すべての不織ラミネー
ト布は、スパンボンド-メルトブローン装置（Reicofil）を使用して製造した。スパンボ
ンド紡糸口金は１メートル当たり約５０００個の孔を有していた。メルトブローン紡糸口
金は、1インチあたり３５～４２個の孔を有する一列のダイス（Reicofil（登録商標）Sin
gle Row Technology）であった。以下の表１は、異なる不織ラミネート布の構成の概要を
示す。
【００４６】
【表１】

【００４７】
　例Ａ～Ｄは、比較例である。
【００４８】
　例Ａは、メルトブローン不織層が無く、捲縮されていない繊維をベースとする普通の１
５ｇ／ｍ２のＳＳ型の不織布である。カレンダーの設定は、接着領域が楕円状で接着面積
が１８．８％となるようにした。Ｓ層の坪量は７．５ｇ／ｍ２である。Ｓ層には、ＭＦＲ
が２５のＰＰポリマーのSabic 511Aを用いた。
【００４９】
　例Ｂは、カレンダーの設定を、接着面積が１３．６％で且つ１ｃｍ２当たり２４個のド
ットを有するようなオープンドット接着を得るようにしたことを除いて、例Ａと同様であ
る。各接着点は円形であり、その直径は０．８５ｍｍであった。
【００５０】
　例Ｃは、メルトブローン不織層が無く、螺旋に捲縮された繊維を含む高ロフトスパンボ
ンド不織層をベースとする１７ｇ／ｍ２のＳＨＳＨ型のスパンボンド不織布である。各Ｓ
層の坪量は８．５ｇ／ｍ２である。ＳＨ層の螺旋状に捲縮された繊維は、５０／５０の関
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係で且つサイドバイサイド型の配置で二種の異なるポリマーを含む。一方には、Sabic 51
1Aを使用した。他方には、ＭＦＲが25のＰＰ／ＰＥランダムコポリマーのMolplen RP248R
を使用した。接着は比較例Ｂと同様である。
【００５１】
　例Ｄは、捲縮されていない繊維をベースとする１５ｇ／ｍ２のＳＭＭＳ型の不織布であ
る。２つのメルトブローン不織層は、それぞれ１．０ｇ／ｍ２である。各Ｓ層の坪量は６
．５ｇ／ｍ２である。接着は例Ｂ及びＣと同様である。Ｍ層には、ＭＦＲが８００のＰＰ
ポリマーのBorealis HL708FBを使用した。Ｍ層を製造する際の設定は以下の通りである：
ダイス温度：２８０℃；空気温度２７５℃；気流：３２００ｍ３／ｈ;ダイスと紡績ベル
ト（spinbelt）との間の距離：９８ｍｍ。
【００５２】
　例１～６は発明例である。
【００５３】
　例１は、螺旋状に捲縮された繊維を有し且つメルトブローン繊維の２層を挟んだ高ロフ
トスパンボンド不織層をベースとする１５ｇ／ｍ２のＳＨＭＭＳＨ型のスパンボンドの不
織ラミネート布である。ＳＨ層の螺旋状に捲縮された繊維は例Ｃと同様であった。Ｍ層に
は、例Ｄと同様に、Borealis HL708FBを使用した。各ＳＨ層の坪量は６．６ｇ／ｍ２であ
る。各Ｍ層の坪量は０．９ｇ／ｍ２である。Ｍ層を作製する際の設定は、例Ｄと同様であ
った。接着は例Ｂ、Ｃ、及びＤと同様であった。
【００５４】
　例２は、ＳＨ層及びＭ層の重量が異なることを除いて、例１と同様である。各ＳＨ層の
坪量は６．７ｇ／ｍ２であり、各Ｍ層の坪量は０．８ｇ／ｍ２である。
【００５５】
　例３は、ＳＨ層及びＭ層の重量が異なることを除いて、例１及び例２と同様である。各
ＳＨ層の坪量は６．８ｇ／ｍ２であり、各Ｍ層の坪量は０．７ｇ／ｍ２である。
【００５６】
　例４～６は、全体の坪量が異なること、すなわち、各層の坪量が異なることを除いて、
例１～３と同様である。例４～６のすべてにおいて、全体の坪量は１７ｇ／ｍ２である。
例４では、各ＳＨ層の坪量は７．６ｇ／ｍ２であり、各Ｍ層の坪量は０．９ｇ／ｍ２であ
る。例５では、各ＳＨ層の坪量は７．７ｇ／ｍ２であり、各Ｍ層の坪量は０．８ｇ／ｍ２

である。例６では、各ＳＨ層の坪量は７．８ｇ／ｍ２であり、各Ｍ層の坪量は０．７ｇ／
ｍ２である。
【００５７】
　例Ｄ及び例１～３のそれぞれのスパンボンド繊維及びメルトブローン繊維の両方につい
て繊維サイズを決定するために、各例のサンプルを、装置としてPhenom ProXを用いると
ともに、評価用ソフトウェアとしてFibermetric v2.1を用いて走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ
）によって分析した。Ｓ層の繊維には４００倍の倍率を適用し、Ｍ層の繊維には３０００
倍の倍率を適用した。各例におけるスパンボンド繊維及びメルトブローン繊維のそれぞれ
につき、１００個のデータポイントで測定した。結果を以下の表２に示す。
【００５８】
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【表２】

【００５９】
　例Ｄ及び例１～６において、全ての処理の設定は同じである。メルトブローン繊維のレ
ベルのみが異なる。例Ｄでは、そのレベルは各Ｍ層につき１ｇ／ｍ２である。例１～３で
は、レベルは各Ｍ層につき、それぞれ０．９ｇ／ｍ２、０．８ｇ／ｍ２、及び０．７ｇ／
ｍ２である。例４～６においても、レベルは各Ｍ層につき、それぞれ０．９ｇ／ｍ２、０
．８ｇ／ｍ２、及び０．７ｇ／ｍ２である。
【００６０】
　この結果から、他のパラメータを一定としたとき、特に一定の気流の下において、メル
トブローン不織層の坪量のレベル低下は、繊維直径が小さくなることにつながることがわ
かる。それぞれ１．０ｇ／ｍ２のレベルを有する例Ｄの平均直径は１．７１μｍであり、
例１～３の組（１．６８９μｍ、１．５５μｍ、１．３５μｍ）においてそれぞれ０．９
ｇ／ｍ２、０．８ｇ／ｍ２、及び０．７ｇ／ｍ２とレベルが減少するに従ってわずかに小
さくなる。
【００６１】
　例Ａ～Ｄ及び例１～６のそれぞれについて、物理的性質の異なる試験を行った。
【００６２】
　標準試験ＷＳＰ８０．６に従って、水頭特性の試験を実施した。この試験では、試験ヘ
ッドリザーバをカバーするように不織布を取り付ける。次いで、不織布の外面に漏れが現
れるまで、一定速度で上昇する標準化された水圧に布に晒す。静水圧試験の試験結果は、
最初の液滴が試験片上の３つの別々の領域に現れる点で測定される。使用した水圧の上昇
速度（水柱の高さ）は６０±３ｃｍＨ２Ｏ／ｍｉｎであった。使用した試験ヘッドは１０
０ｃｍ２の試験ヘッドであった。試験結果の読み取りは、試験片の表面に３つの液滴が現
れたときに行った。ミリメートル単位で得られた圧力（水柱の高さ）を測定した。
【００６３】
　マシン方向の引張強度（ＴＳＭＤ）、マシン方向の引張伸び（ＴＥＭＤ）、クロスマシ
ン方向の引張強度（ＴＳＣＤ）、及びクロスマシン方向の引張伸び（ＴＥＣＤ）は、標準
試験ＷＳＰ１１０．４に従って測定した。
【００６４】
　布厚さは、標準試験ＷＳＰ１２０．６に従って測定した。
【００６５】
　結果を以下の表３に示す。
【００６６】
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【表３】

【００６７】
　例Ａの伝統的なスパンボンド繊維のみのＳＳ型の不織布は、捲縮されていない繊維をベ
ースとし、１８．８％の接着面積で接着されたものであるが、例Ｂ～Ｃのスパンボンド繊
維のみのＳＳ型の不織布よりも、ＴＳＭＤ及びＴＳＣＤについて高い値を示した。一方、
例Ａの引張伸びは、例Ｂ～Ｃの引張伸びよりも低い。例Ａのこれらの２つの結果は、捲縮
されていない繊維と大きな接着面積との組み合わせの適用に起因すると考えられる。
【００６８】
　例Ａの水頭は９０．４ｍｍと測定され、これは比較的低い値である。このことは、柔軟
性がほとんど無く、堅くてもろい材料によるものと考えられ、引張伸びが低いことともつ
じつまが合っている。そして、このことは、もちろんＭ層が無いことによる。例Ｂは、１
１１ｍｍのより高い水頭値を示す。これは、引張伸びにも見られるように、材料がより柔
軟であるためであると考えられる。例Ｃは、更に高い水頭値の１１７ｍｍを示す。これは
、螺旋状に捲縮された個々の繊維がより柔軟であるためであると考えられる。このことは
、水頭上でのオープンドット接着の有利な効果を強調している。
【００６９】
　例Ｄは、メルトブローン不織層を含むので、それ以外の点では同様である例Ｂよりもは
るかに高い水頭値（１６７ｍｍ）を示している。引張強さ及び引張伸びの特性は、スパン
ボンド材料がメルトブローン材料に置き換えられていることにより低くなっている。
【００７０】
　例１～３のすべては、例Ｄと比較して、メルトブローン含有量が実際にはより低い（従
って引張強さがより高い）が、かなり高い水頭値を示している。例Ｄと比較した場合にお
ける例１～３の水頭値が著しく高いという効果は、螺旋状に捲縮された個々の繊維の高い
柔軟性がオープンドット接着と組み合わせられたことに起因していると考えられる。更に
、例１～３を互いに比較すると、メルトブローン含有量が少なくなるにつれて水頭値がわ
ずかに高くなることがわかる。この効果は、表２に示されているように、他のパラメータ
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を一定としたとき、特に一定の気流の下において、メルトブローン不織層の坪量のレベル
が低くなると、メルトブローン繊維の平均直径がより小さくなることに起因すると考えら
れる。
【００７１】
　同様の傾向は、例１～３の不織ラミネート布と比較してスパンボンド不織層の坪量（す
なわち含有量）が高いこと以外が同様である例４～６の不織ラミネート布についてもみら
れる。
【００７２】
　得られた上記の結果の最も重要な点についての概要を、以下の表４に示す。表４には、
不織ラミネート布の水頭値（ｍｍ）を不織ラミネート布の全体のメルトブローン不織層の
坪量（ｇ／ｍ２）で割った、個々の不織ラミネート布の「メルトブローン能率」値も追加
で計算している。
【００７３】
【表４】

【００７４】
　表４によれば、例１～６の本発明の不織ラミネート布におけるメルトブローン不織層の
メルトブローン能率の値は、１００ｍｍ／（ｇ／ｍ２）を超えており、そしてこれを大き
く上回っているものもある。これに対して、比較例Ｄは、１００ｍｍ／（ｇ／ｍ２）を大
きく下回っている。メルトブローン含有量が低いことが、不織ラミネート布の機械的挙動
、柔軟性、及びコストの観点から有利であり得ることを考慮すると、本発明の不織ラミネ
ート布が示す高いメルトブローン能率は非常に望ましい。
【００７５】
　実施例の結果からわかることを要約すると、本発明の不織ラミネート布を用いることに
より、外側の高ロフトスパンボンド不織層による非常に望ましい柔軟性が得られる。そし
て同時に、水頭値として測定されるバリア性は、メルトブローン含有量が同じか又はより
高い従来のＳＭＳ型の構造と比較して、より高いことが分かった。
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